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     令 和 5 年 2 月 2 0 日 

公益財団法人東京観光財団 

 

令和５年度東京観光情報センター広報業務委託 

事業者選定（プロポーザル方式）実施要領 

 

１ 目的 

 東京観光情報センター（以下「センター」という。）は都内 5か所に東京都が設置する

観光案内所であり、国内外からの旅行者に対し多様なニーズに対応し、きめ細かい観光情

報を提供するとともに都内全域の魅力をミニイベントや展示など様々な切り口で最大限

に伝え、旅行者の満足度の向上に寄与している。また、センターではビデオ通話やチャッ

ト機能等を活用し、利用者が自宅や旅行先など好きな場所から観光案内を受けられるオ

ンライン観光案内サービスも提供している。 

本事業では、国内外からの旅行者に対して様々な広報媒体を活用し、センター全施設及

びオンライン観光案内サービスを積極的に PRし認知度向上を図ることで、センターへの

来訪・再来訪やオンライン観光案内の旅マエ・旅ナカでのさらなる利用促進につなげて

いくことを目的とする。また、東京観光情報センター 多摩（以下「センター多摩」とい

う。）では独自の広報企画を実施することにより、同センターへの来訪・再来訪を促すと

ともに多摩地域の魅力発信及び誘客促進を図る。 

ついては、標記事業における委託事業者をプロポーザル方式で募集し、企画審査会を実 

施する。 

 

２ 委託内容 

  仕様書の通りとする。 

 

３ 事業提案上限額 

  金 １８，０００，０００円也 

 ※上記金額は、消費税等を含む総額とする。 

 

４ 契約の履行期間 

    令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

５ 選考について 

選考については以下の手順及び日程で行う。 

※（６）の一部及び（７）を除き、全てビジネスチャンスナビ（以下「BCN」という。）

を通じて行う。 

（１）公募開始及び希望申出受付開始 
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   令和５年２月２０日（月） 

   （希望申出方法については、公益財団法人東京観光財団（以下「財団」という。） 

ホームページ「契約情報」を参照のこと。） 

（２）公募締切 

   令和５年２月２７日（月）正午迄 

（３）企画審査会への指名通知 

   令和５年２月２８日（火） 

（４）実施要領及び仕様書に関する質問の受付期間 

   令和５年２月２８日（火）から令和５年３月２日（木）正午迄 

（５）実施要領及び仕様書に関する質問への回答 

   令和５年３月６日（月）（予定） 

（６）企画提案書及び見積書等の提出期限 ※データは BCNを通じて提出のこと。 

   令和５年３月１０日（金）正午迄（必着） 

（７）企画審査会実施日 

   令和５年３月１６日（木） 

（８）審査結果の通知 

   令和５年３月２７日（月）（予定） 

 

６ 企画審査会について 

（１）実 施 日  令和５年３月１６日（木） 

（２）実施方法   指名通知者によるプレゼンテーションをオンラインにて実施する。  

ア 1 社あたりプレゼンテーション 15分・質疑応答 10分を予定。 

イ 開始時刻等詳細については別途事務局よりメールで通知する。  

ウ Zoom 等のビデオ通話等を利用した審査となるため、以下の条件を整えること。   

① 応募者側に必要な機器・条件等  

PC（またはタブレット）、ビデオ通話が問題なく行えるネット環境、ウェブカム（ま 

たはカメラ）、ヘッドセット（または集音器とスピーカー）  

② 設定・接続について  

Zoom等、事前に以下を参照の上、当方の指定するリンクから接続できる環境を整 

えること。 （参考）Zoom: https://www.zoom.us/  

③ 接続確認 

 別途財団より連絡する日時にて、事前に接続確認を行うこと。  

（３）参加可能人数  各社 3名以内とする。  

（４）企画審査会当日 開始時刻に遅れた場合は失格とする。 
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７ 企画審査会に必要な提出物と提出方法 

※下記に示すものを、データは BCNを通じ、印刷物は郵送または持参にて提出のこと。 

（１）提出物 

ア 企画提案 

原則下記に指定する項目の順番にて、A4用紙横（文字サイズ 10.5ポイント以上）に 

て、頁番号を付して作成すること。 

① 全体運営スケジュール及び実施体制 

・年間の全体スケジュールには、財団への報告のタイミング及び報告内容も含むこと。 

・体制には、以下内容を含むこと。（取材、撮影、ライティング、校閲・校正、編集、

翻訳、レイアウトチェック等の体制・作業フロー等） 

・指揮命令系統、協力会社がいる場合には社名も明らかにし、その役割分担を明記する

こと。 

・一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が運用する ISMS 適合性評価制度

における ISO/IEC27001と同程度の認証、または一般財団法人日本情報経済社会推進

協会（JIPDEC）の認定するプライバシーマークと同程度の認証の写しを会社概要記載

ページに必ず含めること （再委託先・協力先についても同様）。 

  

② センター全施設及びオンライン観光案内に関する広報企画 

・以下 aに関する実施計画、企画を提案すること。実施計画には、広告・広告媒体の

提案内容を含め、対象毎に設定する制作期間・実施時期・結果の検証期間及び方法

等を含め出来る限り詳細に記載すること。また企画内容は、訴求ポイントを明確に

し、具体的な広告・広報デザインや動画・Webページイメージ等を提案すること。 

a.広告・広報媒体 

・国外向けには外国人旅行者の回復状況を考慮し、対象国や実施言語含め、確実にセン

ターへの来訪が期待できる適切なターゲットを設定すること。 

・閲覧者の特性を踏まえ、訴求力の高い広告・広報媒体を対象毎に具体的に提案するこ

と。なお、その概要を次の(a)から(e)のポイントで整理し、提案理由を明記すること。 

(a)影響力：ページビュー数／フォロワー数等／エリア／メディア特性／視認性 

   (b)広告対象：国／年齢層／閲覧者層等 

   (c)広告枠・方式：広報掲出面積、ページネーション等 

   (d)広告掲出期間：掲出日程（年間スケジュール含む）、日数、時間 

   (e)訴求内容 

・広報動画制作に当たり、映像の使用期限がある場合は、詳細を明記すること。 

 

 ③ 東京観光情報センター 多摩に関する広報企画 

・以下 a、b、c の 3 点に関する実施計画、企画を提案すること。実施計画には準備期

間、実施時期、実施回数、結果の検証期間及び検証方法等を出来る限り詳細に記載す
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ること。また企画内容は、訴求ポイントを明確にし、具体的な展示や告知物のイメー

ジを提案すること。 

a.展示スペースにおける展示企画・実施 

・商業施設にあるセンターという特性を踏まえた展示企画。 

・展示テーマの選定理由。 

・東京観光情報センターの管理運営業務を受託する業者（以下「管理運営業務受託者」

という。）や他の施設入居者等との協力方法。 

b.独自イベントの企画・実施 

・事業目的やセンター多摩の特性を踏まえ、且つ、集客効果が高いワークショップ等の

イベント企画。 

・実施方法、集客方法、申込方法、集客目標及び実施言語。 

・オンライン上のみで完結せずイベントを通してセンター多摩を訪問する仕掛け。 

・より多くの参加者からアンケートを回収するための具体的な方法。 

c.街歩きツアーの企画・実施 

・事業目的を踏まえ、且つ、集客効果が高いツアーの企画。 

・実施方法、集客方法、申込方法、実施言語、集客目標及び動画視聴回数目標。 

・テーマ及びツアーガイドの選定理由。 

・テーマに沿った具体的な訪問スポット名とその概要。 

・オンライン動画の撮影方法、掲載媒体、配信手段及び視聴に繋がる仕組み。 

・多摩地域の自治体や観光協会等との連携方法。 

 

④センター及びオンライン観光案内に関するウェブページの修正業務 

・テキストの修正依頼から納品までの作業フロー及び所要日数。 

 

イ  類似実績【様式１】  

過去3年以内に実施した本業務と同種同程度の契約の履行実績について記載すること。  

※企画提案書に添付する類似実績には同一事業の過去の受注実績含め、提案者が特定  

できる事項を記載しないこと。記載があった場合は、失格となる場合があるため注意す

ること。 

 

ウ 見積書【様式２】 

・見積総額を明記すること。見積総額は消費税等の諸税を含んだ金額とする。  

・仕様書の項目に沿って、可能な限り詳細な内訳金額を記載すること。 

・見積書（データ）とは別に、見積金額（税抜）を BCNに期限までに所定欄に入力の 

こと。 

 

（２）印刷物の提出部数と提出体裁 
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提 出 物 社名及びロゴ 会社印 提出部数 

ア 企画提案書 

※合わせて 1 冊の形状とし、左上を

クリップで留めたもの（製本、ステー

プル留め等不可） 

あり なし １部 

なし なし ４部 

イ 見積書 
あり あり １部 

なし なし ４部 

ア・イのデータ（自社名・会社印あり/なし） 各 1部 （BCN経由） 

※上記に指定のあるものを除き、自社名及びロゴマーク等は一切記入しないこと。 

（３）印刷物の提出方法及び提出場所 

ア 提出方法 

     郵送または持参とする（宅配便不可）。 

   イ 提出先（宛先） 

     公益財団法人東京観光財団 総務部ビジターズインフォメーション課 

     〒１６２－０８０１ 東京都新宿区山吹町３４６番地６ 日新ビル６階 

 ※提出物の封筒等に「令和５年度東京観光情報センター広報業務 

委託企画審査会資料」と朱書すること。 

（４）注意事項 

提出期限までに提出物が届かない場合、また BCNでのデータ提出がない場合は、企画

審査会への参加を辞退したものとみなす。 

 

８ 選考の評価ポイント 

  企画審査会においては、財団が別途定める「令和５年度東京観光情報センター広報業務

委託事業者選定企画審査会 審査要領」に基づき、選考する。評価のポイントについて

は、以下の通りとする。 

（１）全体運営スケジュール及び実施体制 

・全体スケジュールは、年間を通じて無理がなく、最大限の広報効果を引き出すものと

なっているか。 

・財団と円滑な調整、確認が行えるような実施体制が提案されているか。 

・実施体制は、全ての企画を滞りなく進めるために最適なものか。 

（２）センター全施設及びオンライン観光案内に関する国内外の旅行者に対する広報業務 

  ・センター及びオンライン観光案内の認知度向上及び利用者増加に寄与した提案とな

っているか。 

・センター及びオンライン観光案内の特性やサービス内容を理解しつつ訴求ポイント

を明確にし、具体的な広告・広報デザインや動画・Web ページイメージ等を含む提案
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となっているか。 

・高い効果が見込める広告・広告媒体の選定、適切なターゲットや実施時期等、現実 

的な裏付けに基づいた提案となっているか。 

・センター及びオンライン観光案内の取り組みについて、利用者に対して分かりやすく

伝わる内容となっているか。 

・効果測定の実施期間及び方法等が提案されているか。また目標値は現実的なものか。 

（３）東京観光情報センター 多摩に関する広報業務 

a.展示スペースにおける展示企画・実施 

・多摩地域の魅力を効果的に発信するとともに、観光スポット等への誘客を目指した提

案となっているか。またセンター多摩の特性を踏まえた提案となっているか。 

・適切な更新回数や更新時期が設定されているか。 

・管理運営業務受託者等と協力しながら多摩の魅力を効果的に発信できる提案となっ

ているか。 

b.独自イベントの企画・実施 

・多摩地域の魅力を効果的に発信するとともに、センター多摩の認知度向上及び誘客に

寄与する提案となっているか。 

・実施場所、実施方法、実施回数、対象者及び集客目標等が適切に設定されているか。 

・オンライン参加者がイベントを通してセンター多摩を訪問する仕掛けは現実的なも

のか。 

・効果が見込め集客力のある企画や適切な実施時期等が、現実的な裏付けに基づいて提

案されているか。また、集客目標を達成するための具体的な集客活動が提案されてい

るか。 

c.街歩きツアーの企画・実施 

・多摩地域の魅力を効果的に発信するとともに、センター多摩の認知度向上及び誘客に

寄与する提案となっているか。 

・実施場所、実施方法、実施回数、対象者、集客目標及び動画視聴回数目標等が適切に

設定されているか。 

・効果が見込め集客力のある企画や適切な実施時期等が、現実的な裏付けに基づいて提

案されているか。またオンライン動画の撮影方法、配信手段、及び視聴に繋がる工夫

は効果的なものか。 

・集客目標を達成するための具体的な集客活動が提案されているか。 

（４）センター及びオンライン観光案内に関するウェブページの修正業務 

  ・テキストの修正依頼から納品までの作業フロー及び所要日数は現実的且つ適切なも

のか。 

（５）その他 

・一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が運用するISMS適合性評 

価制度における ISO/IEC27001と同程度の認証、または一般財団法人日本情報経 済
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社会推進協会（JIPDEC）の認定するプライバシーマークと同程度の認証を取得してい

るか（再委託先・協力先においても同様の認証制度を取得しているか）。 

（６）類似実績 

・過去3年以内に本事業と同種同程度の契約の履行実績があるか。 

（７）価格の妥当性 

・提案価格は妥当か。また、経費内訳それぞれに事業実施の妥当性はあるか。 

 

９ 選考結果の通知について 

全ての応募者に対し、選考結果を BCNを通じ通知する（決定した受託者名とその見積 

額含む）。なお、審査内容にかかわる質問については一切受け付けない。 

 

１０ 質問等 

（１）仕様書及び委託事業者選定に関する質問については、質問受付期間中 BCNを通じ受け

付ける。 

（２）質問内容については、全て財団事務局で取りまとめた上で、指名通知を受けた全ての

事業者に対し BCNを通じ一斉に回答する。 

 

１１ その他 

（１）企画提案応募に係る費用については、全て応募者の負担とする。 

（２）応募書類等に関しては一切返却しない。 

（３）応募を辞退する場合は、提出物の提出期限前日までに BCNにて辞退の手続きを行うこ

と。 

（４）応募者が仕様書に定めのない事項について提案し、その企画が採用された場合、応募

社は当該企画を提出した見積の範囲内で実施することとし、またその実施内容を別

途特記仕様書に定めるものとする。 

 

１２ 本件の問い合わせ先 

   公益財団法人東京観光財団 総務部ビジターズインフォメーション課 

    〒１６２－０８０１ 東京都新宿区山吹町３４６番地６ 日新ビル６階 

    電話：０３－５５７９－２６７５ 


